（様式２）

令和８年度　名古屋市「高度人材交流支援事業」参加に関する同意書

令和８年度　名古屋市「高度人材交流支援事業」への参加の申込みにあたり、以下の項目について確認の上、同意します。

１　参加企業の選定について
参加企業は８社程度となっております。応募多数の場合は、名古屋市にて厳正な審査の上、決定させていただきます。

２　支援対象とならない費用
参加企業の日本・インド間の渡航費用、ベンガルール・ハイデラバード間の移動費用、現地での宿泊等に要する諸費用は参加企業の負担とさせていただきます。

３　事業参加に向けた準備について
　　企業説明会を効果的に実施するため、当日実施いただく学生向け説明の準備や、学生への事前広報に必要な企業情報のご提供等につきまして、ご協力をお願いいたします。

４　必要書類の提出等
本事業への参加にあたり、別途事業報告書等必要な書類を提出していただくことがあります。また、支援期間中及び支援終了後に、事業に関連した報告書類を提出していただくことがあります。

５　企業アンケートの実施
より良い事業とするため、参加企業を対象としたアンケートを実施いたしますのでご協力をお願いします。

６　企業名等の公表及び本市事業への協力
本事業の成果、参加企業の名称、所在地等について、名古屋市が公表することがあります。また、本市の事業での事例紹介等の協力をお願いすることがあります。

７　個人情報の取り扱い
本事業において取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、名古屋市個人情報保護条例（令和4年条例第26号）及び受託事業者の個人情報保護規定に沿って適切に取り扱い、本事業実施並びに名古屋市及び受託事業者からの情報提供等のために利用させていただきます。

８　暴力団と暴力団員の排除
名古屋市暴力団排除条例（平成24年名古屋市条例第19号）に規定する暴力団員である者又は同条例第２条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、本事業に申し込み出来ません。
また、参加決定後にその旨が判明したときはその決定を取り消します。上記事由を確認する必要がある場合には申請書に記載されている情報を愛知県警本部に照会することがあります。

９　支援の辞退について
選定の結果、本事業の参加企業に決定した場合、原則として参加を辞退することは認められません。

１０　その他
国際情勢等により、日本又は対象国政府からの要請や指示等により、予定通りの開催が困難となる場合には、日程や内容等を変更させていただく場合がございます。
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